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１．はじめに 

  本工事は、平成２３年５月２２日に立谷沢川支川濁沢川池ノ台で発生した大規模土砂崩落箇所に

おいて、崩落斜面脚部と対岸斜面脚部の洗掘・堆積土砂流出防止のため、根固ブロック 3t（平面型）

を使用した流路護岸を、超遠隔操作の無人化施工で実施する対策工事でした。 

       

 

工事の施工にあたり現地踏査を行ない、現場条件を把握し施工方法を検討した結果、以下の課題

を抽出しました。 

課題① 再度崩落の恐れがある崩落斜面直下での安全対策及び連絡体制 

課題② 崩落斜面直下での安全で効率的な施工管理方法の確立 

本論文では、上記２つの課題を解決するために現場で行なった検討及び実施内容について紹介し

ます。 

2.抽出された課題に対する検討・実施内容 

2-1.再度崩落の恐れがある崩落斜面直下での安全対策及び連絡体制 

現地踏査を終え先ず問題となったのは、崩落斜面が豪雨等により再度崩落する危険性を抱えてい

る事でした。崩落地直下での土塊状況の確認は危険なため、下流側に堆積している崩落土砂の状態

を観察すると、水を含むと軟らかく目の細かい粘性系の土で、雪解け等で洗掘されている状況から

流出しやすく崩れやすい土塊であることが伺われました。 

また、濁沢第４砂防堰堤左岸の林道上にある法面監視所からの目視では、崩落斜面に露岩してい

る箇所が一部しか視認できず崩落した土砂が多く残されていることから、再崩落の危険性が高いと

いう現場全体での共通認識により次の対策を行う事にしました。 

施工箇所 

流路護岸着工前 崩落法面(平成 24年 7月 3日)
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2-1-1.安全対策 

① 崩落斜面の監視 

流路護岸施工箇所は、有人立入可能区域の境界である濁沢第 4 砂防堰堤から上流に約 400m 離

れているため、直接崩落斜面を視認できず直下に監視員を配置することもできない場所でした。 

そのため、斜面状況把握の対策として林道上から崩落斜面が視認できる場所に監視所を設け、

監視員を常駐させて監視を行いました。 

また、毎作業日の午後に崩落斜面の状態を撮影し、当日の作業開始前に前日との比較を目視

により行い、大きな変化のない事を確認してから作業を開始することにしました。 

  

② ビデオカメラによる崩落斜面の監視 

   斜面監視所から崩落斜面までの距離は、最長 700ｍ以上離れていて目視確認では大きな変化

しか確認できないため、崩落地上部の斜面肩部に２箇所のビデオカメラを設置し、斜面の確認

を行うことにしました。 

カメラの設置位置については、崩落の大きい箇所（中央部）と、監視所からの目視で死角と

なる箇所を撮影できる位置に設置し、崩落地全体を把握できる様にしました。データは２日毎

にカメラの記録媒体交換時に記録映像を確認し、安全管理情報の一つとしました。 

          

 

2-1-2.連絡体制 

  工事箇所が月山林道入口より約 6km 奥に入ることから携帯電話の電波が届かない場所なので、

作業箇所が点在する場合は各作業班同士の連絡が取れず、また法面監視所からの緊急連絡も伝達

できないため、大崩落や土石流等により被災してしまう危険性がありました。 

前日との比較 

ビデオカメラによる撮影 
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  その対策として、斜面監視員と各作業班が常に情報を共有できるように、同時通話可能な無線

機を各作業責任者に携帯させて作業を行うことにしました。 

  また、迅速に現場事務所や出張所との連絡が取れるように、斜面監視所には衛星携帯電話を常

備し、常に相互連絡の取れる体制を整えました。 

     

法面監視所(衛星携帯常備)      各作業班の同時通話無線の携帯 

 

この対策による成果として、無人化施工着手前の早期に連絡体制を整えた結果、9 月初旬～中

旬に発生した出水で無人化施工走路が３回破損したが、第 4 堰堤下流での有人作業班と、河川内

で作業している無人化重機への迅速な退避指示により、人的被害や物損被害も出さずに施工を行

うことができました。 

   

 

2-2. 崩落斜面直下での安全で効率的な施工管理方法の確立 

流路護岸の施工箇所は、川幅 15m 程度で狭くて歪んだ地形になっており、崩落地対岸斜面も雨水

等により小規模な崩壊が発生し被災する危険性があり、林道上の基準点や工事測量により設置した

任意点から計測を行い施工管理することは不可能でした。 

また、濁沢第４砂防堰堤から上流は無人化施工区間であり、有人による施工管理を行なう事は工

程の遅れと、土砂崩落に巻き込まれる危険を伴うこととなるため、如何に安全で効率的な管理を行

うかが課題となりました。 

 

この課題を解決するために、施工管理方法として次の対策を行いました。 

9 月 3 日 作業終了時(上流端) 9 月 4 日 出水時の状況 9 月 5 日 作業前の状況
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●GPS による施工管理 

安全で効率的な施工管理方法について協力会社の青木あすなろ建設㈱と共に検討した結果、

下記の条件を満たす方法が最良だと判断しました。 

・ 効率的な管理を行うために、ブロック据付作業での一連の流れで管理する。 

・ 流路護岸の各変化点で位置確認を行うために、ブロックの座標を取得して管理する。 

    この２つの条件を満たす管理方法として、無人化施工ではよく実施されている GPS による施

工管理を行うことにしました。 

    そのため、今回の現場条件にあった施工管理プログラムを新規に構築し、遠隔操作室内で管

理できるようにしました。施工管理の概要は下図の様な流れで行いました。 

  

GPS による管理を実施した結果、常に座標を確認することができるので、基準点や任意点か

らの位置確認作業が省略できると伴に作業の流れを止めることなく管理が行なえるため、ブロッ

ク据付け昨年度 26.4 個/日に対し今年度 31.6 個/日の実績が得られ、省力化にも繋がりました。 

3．おわりに 

  本工事は、紹介した２つの課題を解決し、なおかつ降雪が予想される 11 月中旬までの工事完成を

目標に取り組んできました。 

課題の解決にあたっては主任監督員、監督職員からのアドバイスを生かし、工程の確保について

は社内の協力体制が充実していたことがあり、大きな遅延もなく 11 月初旬で無人化施工の完成、

11 月中旬で全ての作業が完了し無事故の工事完成を達成できました。 

  今回の工事の経験を生かし、今後も更なる安全施工に取り組んでいきたいと思います。

         着工前 完 成 
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肘折災害の初期対応と現場管理について 
 

 
発注者  新庄河川事務所            
施工者  永井建設株式会社 
工事名  銅山川流域横道沢第五砂防堰堤改築工事 
発表者  〇現場代理人 伊藤 誠一 
      監理技術者 羽賀 達男 
１. はじめに 

本工事は、銅山川流域横道沢第五砂防堰堤の改築を行うものであり、当堰堤は、上流域

からの流出土砂の調節を目的としています。。 
その中で、4 月 10 日に肘折地区で発生した地すべり性崩壊の初期対応として搬入路（雪

道）の造成・監視システム設置の補助及び倒木処理等の応急処理作業を実施しました。

 また、堰堤工事の方では、5 月 6 日に於いて、融雪に伴う地すべりが発生し、地すべり監

視体制を実施しながら工事を行いました。 
 本報告は、肘折災害の初期対応と当堰堤の現場管理について報告します。 
 
２．肘折災害の初期対応について 
１）作業経緯について 
平成 24 年 4 月 10 日ＡＭ10：30、県道 
戸沢大蔵線にて、融雪に伴う地すべり 
性崩壊が発生し銅山川に雪と土砂が流れ 
込み河道閉塞しました。県道は路肩の欠 
損により全面通行止になり肘折地区は一 
時孤立化となりました。14：00 に銅山 
川閉塞部に河川水の越流が確認され、肘 
折地区の浸水の危機は免れましたが、今 
後も地すべりが発生する可能性が高く、 
再度銅山川を閉塞することが懸念された。 
よって、①.対策本部等へ崩落箇所を監視 
できる様にする為カメラの設置。（ku-sat) 【写真１】4 月 10 日発生地すべり（県道崩落）

②監視カメラ等の機材及び崩落箇所復旧等に必要な重機・資材等搬入路の造成。③崩落に

伴う倒木の処理が急務となり、発注者と現地打合せの結果、 
 a.重機械搬入路の確保 
 b.監視システム（Ku-sat)の設置補助 
 c.倒木処理 
を実施することになりました。応急作業を実施するに際し、再度地すべりが発生する恐れ

があり、作業の安全を確保する為、県道崩落箇所及び山腹部に地山監視員を配置し、地山

の変状の有無について監視する様指示し、携帯用無線機にて、作業チームと連絡を取り合

いながら作業を進めていくことにしました。 
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 【写真 2】搬入路造成      【写真 3】倒木処理     【写真 4】ku-sat 設置 
                                                

２）初期対応に工夫（苦労）した点・課題点 
 重機械搬入路の確保・監視システムの設置補助・倒木処理を 4 月 10 日～21 日までの約 2
週間で完了しました。 
 初期対応に工夫した点として 
 ①肘折地区近辺の除雪作業を当社で実施していた為、重機械及び作業員を共有化するこ

とにより、重機械の搬送や作業員の手配等のタイムロスがなく、崩落発生後すぐに搬入路

造成作業に着手でき、翌日には、監視カメラの設置ができました。 
 ②作業を実施するに際し、県道崩落の兆候（舗装ヒビ割れ等）があった為、万が一の崩

落に備え重搬入路のルートを発注者と共に崩落前に確定し作業を即座に行える様にし、地

権者の協力も得てスムーズな作業を行うことができました。 
 ③時間が経過することに連れ作業内容が変更されることが多くなり、作業のやり直し（手

戻り）が発生することが予想されたことから、発注者側との共通意識を図る為に作業終了

後出張所にて今後の対応などについての打合せを毎日実施しました。 

 
     【図１】搬入路ルート          【写真 5】地権者への説明 
  初期対応の課題点として、発注者側の対応で、官側で所有している遠隔操縦式ＢＨを

用いて立木の処理や防護壁の設置作業を実施しました。 
 しかし、遠隔操縦式ＢＨの操作については、平成 22 年に講習を受け 1 ヶ月程度操作訓練

（練習）を積んできたものの、実際の作業については、2 年間のブランクがあり操作感覚を

取り戻すため時間を要し、通常有人型のＢＨと比較し、作業効率が約半分程度下がりまし

た。 
 今後同じ様な災害が発生した場合、初期対応を安全かつスムーズに実施できる様、 
①遠隔操縦式ＢＨの所有 
②遠隔操縦式ＢＨのオペレーターの育成及び 1 ヶ月に 1 回程度の定期的な訓練の実施 
が必要と実感しました。 

搬入ルート 
崩壊地 
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３．堰堤工事の現場管理について 
１）横道沢地すべりについて 
 5 月 6 日 17：00 に地元住民からの情報提供により横道沢第五砂防堰堤上流左岸部に於い

て土砂崩落が発生していることが判明し、発注者と現地確認を実施しました。 
 現地を確認した結果、横道沢に設置している護岸（鋼製護岸枠）が３ｍ～10ｍ川側にせ

り出し、本工事で設置している仮水路呑口部の土砂が流出し、施工箇所に河川水が流入し

ていました。 
 今後工事を進める上での問題点として 
 ①地すべり直下流での工事である為、再度地すべりが発生した際土砂に巻き込まれる可

能性がある。 
 ②仮水路呑口部を大型土のうによる復旧をしても既設護岸がせり出した影響により川幅

が狭くなっている為、少量の降雨でも水位が上昇し仮水路呑口部の土砂が流出する。 
ことが考えられました。 
 

 

            【図２】5 月 6 日に発生した地すべり 
 上記問題点発注者との協議し、 
 ①地すべりの挙動を監視する為、トータルステーションによる定点観測 
 ②仮水路呑口部保護コンクリートの施工 
が決定しました。 
 協議事項を実施した結果 
 ①定点観測は、毎月１回程度実施しました。定点観測を実施するに際し、地すべりの累

積傾向が大きいと判断した場合、現場作業を中止し対応について発注者と協議することを

定め、異状の有無に関わらず観測結果を即日発注者の方にメールで報告しました。 
 定点観測を１１月まで実施し地表面の地すべりの挙動を監視を実施しましたが、一部川

側への累積傾向はあったものの変位量が小さく有意的な動きは見られず、その後大きな変

状はありませんでした。 
 ②仮水路呑口部に保護コンクリートを６月中に施工を完了し、７月から本工事の施工に

着手しました。 
 9 月 15 日に 60ｍｍ/h を伴うゲリラ豪雨が発生し、現場水位が 2.5ｍ上昇しましたが、仮

水路呑口部をコンクリートで保護していた為、仮水路の損傷はありませんでした。また、

安全管理基準に基づき作業を中止し作業員及び重機械について予め避難していた為、人的
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被害もなく、重機械からの油脂等の流出もありませんでした。 
 現場は、仮締切から越流した河川水が施工箇所に溜水した程度であり、その後の工程に

影響をおよぼすことはありませんでした。 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 6】保護コンクリート 【写真 7】通常水位時     【写真 8】出水時 
 
２）観測計器の簡素化 
 情報伝達のタイムラグを無くすため、雨量計及び地盤伸縮計を記録用紙（手動）での記

録方式からデータロガー方式に変更しました。従来の記録用紙での記録方式では、計器か

ら一旦記録用紙を取り外し、数値の変位を読みとる為、10 分程度の時間を要し、手間がか

かりましたが、データロガー方式を取り入れたことによりその場で、数値を確認すること

ができました。また、データロガーに警報設定を予め設定し、規定値を超えた時警報装置

が作動することにより即座に作業中止が実行できました。 

 
            【図３】観測計器関係図 
４．おわりに 
 今年度は、肘折災害及び横道沢地すべりに直面し、災害復旧の初期対応については、作

業に対して、不確実性が高く他の道路工事や河川工事よりも危険性が高いことを改めて実

感しました。 
 その中で、より早く、より安全に作業を進めていくには、発注者・会社・現場管理者・

作業に従事する人・地域住民の方がお互いに連絡を取り合い、各自の役割分担を明確にし、 

早期災害対応の意識を持つことが大切だと思います。 
 今後、この経験を活かし工事の安全管理に役立ていきたいと考える所であります。 
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発注者 新庄河川事務所

施工者 羽陽建設株式会社

工事名 月山地すべり志津地区第４号集水井工事

発表者 ○ 山川 正人

松井 憲之

１. はじめに

　本工事は、最上川水系地すべり対策事業の一環として、月山地区（志津）地すべり防止区域におい

て、集水井工等を施工する工事です。

施工箇所は、活動的な地すべり(図-１)が広く分布している事と、現場照査において多数の小池(汚泥

堆積)が確認される事から、｢高い地下水位箇所での作業に対する安全確保｣が無災害完成を目指す重要

ポイントになる。

２. 工事概要

： 月山地すべり志津地区第４号集水井工事

： 山形県西村山郡西川町大字志津 地内

自　平成２４年　３月３０日

至　平成２４年１２月１８日

： 地下水排除工 1式

図-１　地すべり位置

　地すべり防止区域の安全対策について　

工 事 名

工事場所

工事内容

工  期 ：

道路土工 1式

法面工 1式

排水井構造物工 1式

仮設工 1式

３. 地すべり区域に対する安全対策(ソフト面）

　１.)自動監視システムの活用

工事の安全を確保することを目的に、地すべり，斜面崩壊，土石流等の自然災害が懸念される箇所の

現地調査を行い、｢計器の位置｣の選定及び｢緊急時退避場所マップ｣の作成をおこなう。

現地踏査において、下記の結果が得られた。

・工事用道路は、地すべり頭部滑落崖を通過する。この付近は集水地形となっており、湧水が多く緩

　んでいる。

・工事用道路の側面には小池及び湧水が多数確認される。

・集水井背面には地すべりブロック頭部滑落崖が分布する。滑落崖には比較的新しい滑落地と階段状

　の形状が確認される事と、崖下には小池が位置する。

・集水井施工箇所は、沢に挟まれた微高地となっている。

以上の事より、｢計器の位置｣は、地すべりの安全の確保する目的として、図-２の場所に傾斜センサー
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及び地盤伸縮計を設置すると共に、ゲリラ豪雨に備えて現地に雨量計を設置して、工事期間中の安全

監視を行いました。

各センサーは、現場安全基準を超えると現場内に設置した回転灯とサイレンが作動すると同時に、現

場担当者(現場代理人,監理技術者,各主任技術者)の携帯電話にメール連絡が入ります。また、観測デ

ータはリアルタイムにインターネットにて確認出来ます。

踏査平面図 図-２ 設置位置
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｢緊急時退避場所マップ｣に付きましては、施工箇所の災害として、地すべり活動及び豪雨時の出水が

想定される事から、一次避難ルートして、沢水の影響が小さい集水井北側の微高地に集合する。また、

状況を確認後、二次避難ルートにて志津温泉まで避難する。

｢緊急時退避｣訓練状況

　○地すべり危険個所及び工程の調整(退避の妨げ

　　になる施工箇所など。)

　○緊急時退避場所確認及び現地危険個所確認。

　○災害時を想定して、退避訓練

４. 地すべり区域施工に対する安全対策(ハード面）

｢高い地下水位箇所での作業に対する安全確保｣の対策として、工事用道路全線にわたりコーン指数の

確認を行い、機械施工が安全に出来る方法を検討した。

　１.)Ｎｏ.６付近小池(汚泥堆積)対策

工事用道路においては、大規模地すべり及び小規模地すべりが繰返し起きた事より、コーン指数の低

い汚泥堆積箇所が点在している。
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対策として、施工に先立ち排水ドレーンの施工を行いコーン指数の改善を図った。

○コーン指数測定に基づき、軟弱箇所の抽出 ○排水ドレーン施工

　２.)Ｎｏ.７～Ｎｏ.９法面対策

掘削作業中に、多層地すべり層(写真参考)及び突出しクラックの兆候が見受けられた為、透明シート

にて養生を行い、常時、法面の状況確認及び雨水対策同時行い、盛土施工が安全に出来た。

５. おわりに

施工計画立案の際、｢高い地下水箇所での作業に対する安全確保｣を課題を念頭に置き、施工を行い

ました。

施工中、突出しクラックの兆候が現れ、幾度となく出張所及び事務所に確認していただき、問題点(突

出しクラック)が共有出来たことにより、重大災害が発生する事なくに速やかに対応出来た事に感謝し

ています。

地すべり防止区域での工事施工の難しさを実感経験する事ができ、今後の工事に反映していきます。
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